
 

計からめざす 家 計からめざす 

主 催 

申込み 

問合せ 

●窓口 TEL・FAX・メールにて受付      ※右の QR コードでメールの申込み画面が開きます 

【TEL】 072-759-1856/1826  【ＦＡＸ】 072-759-1891  【E-mail】 info@gesca-kawanishi.jp 

川西市 男女共同参画センター・市民活動センター （川西市小花 1-8-1） 

子どもの進学、マイホーム、老後の資金など、将来について考えるとなんとなく

不安に感じることたくさんありますよね…  

今回の講座では、ひとり親家庭をはじめとする、さまざまなパターンの家計簿を

経験豊かなファイナンシャルプランナーと一緒にワークショップ形式でシミュレー

ションします。 将来の夢に向けた対策と準備、はじめませんか？ 

日時 8/29 （水） 
10:00～12:00 

2018（平成 30）年 

2018（平成 30）年度 川西市男女共同参画センター・市民活動センター 運営事業  

会場 

先着 15人 講座に興味のある方どなたでも！ 定員 

先着 8人 １歳半～就学前まで、無料 
8/22（水） 17：00までに要予約 

保育 

費用 無料 

保育 

無料 

川西市男女共同参画センター・ 

川西市市民活動センター 
（パレットかわにし内） 

講師 別所 慎一さん  

（ファイナンシャルプランナー） 

好きな食べ物は、焼き鳥（ビール付きがベター） 

 

板垣 敬久さん  

（ファイナンシャルプランナー） 

最近感動したことは、娘が器械体操の大会で自分の

実力以上の演技をしたこと 

 

近藤 悟さん  

（ファイナンシャルプランナー） 

最近嬉しかったことは、仕事から帰った時に 2歳の息

子が缶ビールを「どうじょ」と持ってきてくれたこと 

 

中野 伸彦さん  

最近ハマっていることは、ホットヨガ 

済的自立！ 経 済的自立！ 



申込日：2018（平成 30）年   月   日 

※お預かりする個人情報は、本事業運営上の目的以外で使用することはありません。 

 

 

 

 

 

 

「家計からめざす経済的自立！」のお申込み （FAX：072-759-1891） 

お名前 

ふりがな 年代 ふりがな 年代 

    

連絡先 

電 話  FAX  

携帯電話  E-mail  

住 所 
〒 

保育のお申込み（1歳半～就学前までのお子さんが対象、無料、先着 8人まで） ※ 8/22（水）締切 

お子さんの

お名前 

ふりがな 

（ ）女児 

（ ）男児 
歳     か月 

 

注意事項 

★ 利用に際してのお願い 

・ 講座開始の 10分前から受付を始めます。時間にゆとりを持ってお越しください。 

・ 当日のお子さんの体調や状況により、お預かりできない場合があります。ご了承ください。 

・ おもちゃ、お菓子、ジュースなどの持込みはご遠慮ください。 

・ 欠席される場合は、キャンセル待ちの方へのチャンスにつながりますので、すぐにご連絡ください。 

★ 当日の持ち物 （すべて記名して、1つにまとめてご持参ください） 

着替え、パンツ・オムツセット、水筒（お水またはお茶）、タオル、ビニール袋（汚れたものを入れる用） 

● 主催・問合せ・申込み 

川西市 男女共同参画センター・ 

市民活動センター  

（パレットかわにし内） 

【住 所】 川西市小花 1-8-1 

【T E L】 072-759-1856/1826    

【Ｆ Ａ Ｘ】 072-759-1891   

【E-mai l】 info@gesca-kawanishi.jp 

【平 日】 9：00～20：00 

【土日祝】 9：00～17：00    

【休館日】 毎月第 4日曜日 および 

年末年始（12/29～1/3） 

川西市市民活動センター・男女共同参画センターは、平成 22（2010）年 4月 1日より特定非営利活動法人市民事務局かわにしと株式会社ジョイン川西とのコンソーシアムによる指定管理者が管理運営しています。 

・ 阪急電鉄・能勢電鉄「川西能勢口」東改札口から南へ 100m 

・ JR「川西池田」から東へ 500m 

8/29（水）講座専用 

お申込み QR コード 
（メール作成画面リンクしています） 

一部、古い機種の携帯カメラでは 

読み取りできない場合があります 

SDGs（持続可能な開発目標）は、2015 年の国連サ

ミットで採択された 2030 年までの国際目標です。

持続可能な世界を実現するための 17 のゴールと

169 のターゲットが設定されています。 

ゴール 5は「ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワメントを図る」、 

ゴール 10は「国内および国家間の格差を是正し、最低所得者のエンパワメントを図るとともに、すべての人の経済的包摂を推進する」です。 


